
平成２９年９月  日 

 

保護者 様 

木曽岬町教育委員会 

 

   「Ｊアラート」による緊急情報発信時等の安全確保について 

 

 今後、北朝鮮からミサイル発射があった場合の「Ｊアラート」（全国瞬時警報発令システム）に

よる緊急情報が発令された場合には、下記により対応していただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 三重県に「Ｊアラート」による緊急情報発信があった場合の対応について 

 

Ｊアラート発信時 お子様の対応 その後の対応 

 

 

 

１ 登校（園）前 

 

自宅待機 

とします 

・ミサイル通過情報、ミサイル領海外落下

情報を確認したら、登校（園）します。 

・ミサイル領土内、領海内落下情報が発表

されたら、自宅待機を継続し、追加情報

を待ちます。 

・万が一、町内及び近隣市町に着弾した場

合は、臨時休校（休園）とします。 

 

 

 

２ 登下校中 

 （小中学校のみ） 

 

裏面の「着弾ミサイル落下時

の行動について」を参考に

危機回避行動 

をとります 

・周囲の大人に助けを求めるとともに、そ

の後の情報に基づいて、登校または下校

します。 

・情報に気づかず登校した児童生徒につい 

ては、保護者や教員等が状況を知らせ、

安 

全を確保します。その後は、在校時の対

応 

にならいます。 

 

 

 

 

 

３ 在校（園）時 

 

 

校（園）舎内待

機としま

す 

・ミサイル発射情報が発表されたら、授業

（保育）を中断し、安全を確保します。 

・ミサイル通過情報、ミサイル領海外落下

情報を確認したら、授業（保育）を再開

します。 

・ミサイル領土内・領海内落下情報が発表 

 されたら、授業（保育）は再開せず、追

加 

 情報を待ちます。 

・状況によっては、保護者への引き渡しを 

 お願いする場合があります。 

 

２ その他 

  ・裏面の内容につきましては、国民保護ポータルサイトに掲載されています。 

   （http://www.kokuminhogo.go.jp/） 

http://www.kokuminhogo.go.jp/

